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石川県「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関する要綱 

 

第１条 趣旨 

第２条 知事が定める図書 

第３条 審査機関による技術的審査を活用する範囲 

第４条 書類の受理 

第５条 書類の審査 

第６条 軽微な変更 

第７条 誤記訂正 

第８条 確保計画の提出等の取下げ 

第９条  認定向上計画に基づく建築物の新築等の取りやめ 

第１０条 認定向上計画に基づく建築物の新築等の完了報告 

第１１条 建築主等からの報告 

第１２条 建築主等に対する指示・命令等 

第１３条 認定の取消し 

第１４条 認定の証明 

 

〔様式〕 

・認定しない旨の通知書（別記様式第１号） 

・軽微変更該当証明申請書（別記様式第２号） 

・軽微変更該当証明書（別記様式第３号） 

・建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更説明書（別記様式第４号） 

・建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の軽微な 

変更届（別記様式第５号） 

 ・建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届（別記様式第６号） 

 ・建築物エネルギー消費性能確保計画の誤記訂正届（別記様式第７号） 

 ・建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の誤記 

訂正届（別記様式第８号） 

 ・建築物エネルギー消費性能向上計画又は建築物エネルギー消費性能基準の誤記 

訂正届（別記様式第９号） 

 ・建築物エネルギー消費性能確保計画の取下届（別記様式第１０号） 

 ・建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の取下届

（別記様式第１１号） 

 ・建築物エネルギー消費性能向上計画又は建築物エネルギー消費性能基準の取下届

（別記様式第１２号） 

・認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨 

の申出書（別記様式第１３号） 
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 ・認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等が完了した旨の 

報告書（別記様式第１４号） 

 ・特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書（別記様式 

  第１５号） 

 ・建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書（別記様式第１６ 

号） 

 ・認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等に関する報告書

（別記様式第１７号） 

 ・基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準に関する報告書（別記様式第

１８号） 

 ・基準適合命令書（別記様式第１９号） 

 ・基準適合要請書（別記様式第２０号） 

 ・建築物エネルギー消費性能確保計画の指示書（別記様式第２１号） 

 ・建築物エネルギー消費性能確保計画の命令書（別記様式第２２号） 

 ・建築物エネルギー消費性能確保計画の協議書（別記様式第２３号） 

 ・建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の指示書

（別記様式第２４号） 

 ・建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の命令書

（別記様式第２５号） 

 ・建築物エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の協議書 

（別記様式第２６号） 

 ・改善命令書（別記様式第２７号） 

 ・認定取消通知書（別記様式第２８号） 

 ・省エネ建築物（台帳記載事項）証明願（別記様式第２９号） 

 ・省エネ建築物（台帳記載事項）証明書（別記様式第３０号）
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石川県「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関する要綱 

 

 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法

律第５３号。以下「法」という。）の施行に関し、法、建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律施行令（平成２７年政令第８号。以下「令」という。）及び建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成２８年国土交通省令第

５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、適合性判定、届出、認定等に必

要な事項を定めるものとする。 

２ 用語の定義は、法、令、規則、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年

法律第８１号）、都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）、

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）によるもの

とする。 

 

（知事が定める図書） 

第２条 規則第１２条第１項の規定に基づき知事が必要と認める図書は、次のとおりと

する。 

 (1) 規則第 13条の 2第 1項の評価を受けた場合にあっては、当該評価書の写し 

 (2) その他知事が必要と認める図書 

２ 規則第１２条第４項の規定に基づき知事が不要と認める図書は、次のとおりとする。 

(1) 前項(1)を添付する場合（外皮基準のみに適合する建築物である旨の評価書に限

る）にあっては、規則第 12 条第１項の表（い）項のうち、仕様書、各部詳細図及

び各種計算書 

 (2) 前項(1)を添付する場合（一次エネルギー基準のみに適合する建築物である旨の

評価書に限る）にあっては、規則第 12 条第１項の表（ろ）項及び（は）項に掲げ

る図書 

３ 規則第２３条第１項の規定に基づき知事が定める図書は、次のとおりとする。 

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関（以下「審

査機関」という。）の建築物エネルギー消費性能向上計画（以下「向上計画」とい

う。）に係る技術的審査を受けた場合にあっては、審査機関が交付する適合証（以

下「適合証」という。） 

(2) 登録住宅性能評価機関の住宅性能評価を受け、設計住宅性能評価書（日本住宅

性能表示基準別表１の断熱等性能等級５、６又は７及び一次エネルギー消費量等級

６（令和４年１０月１日時点で現に存する建築物の部分については断熱等性能等級

４、５、６又は７及び一次エネルギー消費量等級４、５又は６）に適合しているこ

と）が交付された場合にあっては、当該設計住宅性能評価書の写し 
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(3) その他知事が必要と認める図書 

 

４ 規則第３０条第１項の規定に基づき知事が必要と認める図書は、次のとおりとする。 

(1) 審査機関の建築物エネルギー消費性能基準に係る技術的審査を受けた場合にあ

っては、適合証 

(2) 法第１２条第３項に規定する適合判定通知を受け、適合判定通知書が交付され

た場合にあっては、当該適合判定通知書及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証（以下「検査済証」と

いう。）の写し 

(3) 法第３５条に基づく性能向上計画認定の通知を受け、性能向上計画認定通知書

が交付された場合にあっては、当該性能向上計画認定通知書の写し及び検査済証の

写し 

(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条に基づく認定の通知を受け、認定

通知書が交付された場合にあっては、当該認定通知書の写し及び検査済証の写し 

(5) 登録住宅性能評価機関の住宅性能評価を受け、建設住宅性能評価書（日本住宅

性能表示基準別表１の断熱等性能等級４、５、６又は７及び一次エネルギー消費量

等級４、５又は６（平成２８年４月１日時点で現に存する建築物の部分については

３も可）に適合していること）が交付された場合にあっては、当該建設住宅性能評

価書の写し 

(6) その他知事が必要と認める図書 

 

（審査機関による技術的審査を活用する範囲） 

第３条 法第３５条第１項の規定に基づく認定は、審査機関による技術的審査を活用す

る。 

２ 法第４１条第２項の規定に基づく認定は、審査機関による技術的審査を活用する。 

３ 技術的審査を受けた場合の添付図面については、審査機関による押印等がなされて

いることとする。 

 

（書類の受理） 

第４条 知事は、建築物エネルギー消費性能確保計画（以下「確保計画」という。）の

提出もしくは通知、計画の届出もしくは通知、又は向上計画もしくは基準適合の認定

申請の図書に不足がある場合は、書類を受理しないものとする。 

２ 認定に併せて建築基準適合審査の申出を伴う場合は、知事は、建築確認申請書につ

いて受理時審査を行うものとし、建築基準適合審査に必要な図書に不足がある場合は、

申請を受理しないものとする。 

 

（書類の審査） 

第５条 知事は、確保計画の提出もしくは通知（法第１２条第２項又は法第１３条第３
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項により計画を変更する場合も含む。）、計画の届出もしくは通知（法第１９条第１項

後段又は第２０条第２項後段により計画を変更する場合も含む。）、向上計画の認定申

請（法第３６条第２項において準用する場合を含む。次項において同じ。）又は基準

適合の認定申請の内容について疑義がある場合は、必要に応じて提出者等（技術的審

査の適合証等が添付されている場合は当該適合証等を交付した審査機関等を含む。）

に説明を求め、誤りがある場合は訂正を求めるものとする。 

２ 知事は、向上計画の認定申請又は基準適合の認定申請の内容について、申請図書の

不備又は明らかな虚偽が認められた場合は、申請者に認定しない旨とその理由を、認

定しない旨の通知書（別記様式第１号）により通知するものとする。 

 

（軽微な変更） 

第６条 確保計画の提出又は通知により、適合判定を受けた建築主（以下「適合判定建

築主」という。）が、確保計画の軽微な変更（建築物のエネルギー消費性能に係る計

算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更（確保計画

の根本的な変更を除く。）に限る。）をしようとするときは、軽微変更該当証明申請書

（別記様式第２号）２部に、それぞれ変更部分を示す図書を添えて、知事に提出する

ものとする。 

２ 知事は、第１項に規定する申請があったときは、証明を求められた内容について軽

微な変更であることが確認できたものについて、適合判定建築主に規則第１１条の規

定による軽微変更該当証明書（別記様式第３号）を交付するものとする。 

３ 適合判定建築主は、確保計画の軽微な変更を行ったときは、建築基準法第７条第１

項の規定による検査の申請書に、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更説

明書（別記様式第４号）を添えるものとする。 

４ 計画の届出者又は通知者が、計画の軽微な変更をしようとするときは、建築物のエ

ネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の軽微な変更届（別記様

式第５号）２部に、それぞれ変更部分を示す図書を添えて、知事に提出するものとす

る。 

５ 認定建築主が、向上計画の軽微な変更をしようとするときは、建築物エネルギー消

費性能向上計画の軽微な変更届（別記様式第６号）２部に、それぞれ変更部分を示す

図書を添えて、知事に提出するものとする。 

 

（誤記訂正） 

第７条 適合判定建築主は、計画書等の記載欄のうちの軽微な誤記があることを認め、

その申し出をするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画の誤記訂正届（別記様

式第７号）２部を知事に提出するものとする。 

２ 計画の届出者又は通知者が、届出書等の記載欄のうちの軽微な誤記があることを認

め、その申し出をするときは、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び

設備に関する計画の誤記訂正届（別記様式第８号）２部を知事に提出するものとする。 
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３ 認定建築主又は基準適合の認定を受けた者は、認定申請書等の記載欄のうちの軽微

な誤記があることを認め、その申し出をするときは、建築物エネルギー消費性能向上

計画又は建築物エネルギー消費性能基準の誤記訂正届（別記様式第９号）２部を知事

に提出するものとする。 

４ 第１項から第３項までの軽微な誤記とは、敷地の地名地番の誤記等をいう。 

 

（確保計画の提出等の取下げ） 

第８条 確保計画の提出者又は通知者が、当該提出又は当該通知を取り下げようとする

ときは、建築物エネルギー消費性能確保計画の取下届（別記様式第１０号）２部を、

知事に提出するものとする。 

２ 計画の届出者又は通知者が、当該届出又は通知を取り下げようとするときは、建築

物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の取下届（別記様

式第１１号）２部を、知事に提出するものとする。 

３ 向上計画又は基準適合の認定申請者が、当該申請を取り下げようとするときは、建

築物エネルギー消費性能向上計画又は建築物エネルギー消費性能基準の取下届（別記

様式第１２号）２部を、知事に提出するものとする。 

 

（認定向上計画に基づく建築物の新築等の取りやめ） 

第９条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画（以下「認定向上計画」

という。）に基づく建築物の新築等を取りやめようとするときは、認定建築物エネル

ギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書（別記様式第

１３号）２部に、認定通知書（規則別記様式第３４）（計画変更認定を受けた者にあ

っては変更認定通知書（規則別記様式第３６））を添えて知事に提出するものとする。 

 

（認定向上計画に基づく建築物の新築等の完了報告） 

第１０条 法第３７条の規定に基づき、認定建築主は、認定向上計画に基づく建築物の

新築等の工事が完了したときは、速やかに認定建築物エネルギー消費性能向上計画に

基づく建築物の新築等が完了した旨の報告書（別記様式第１４号）に、必要に応じ、

次の各号に掲げる図書を添えて、知事に報告するものとする。 

(1) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２０条第３項に規定する工事監理報

告書の写し 

(2) 建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証の写し（同

法の確認申請を行った場合に限る。） 

(3) その他知事が必要と認める図書 

 

（建築主等からの報告） 

第１１条 法第１７条の規定による報告を求められた建築主等は、特定建築物の建築物

エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書（別記様式第１５号）に必要な図書
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を添えて知事に報告するものとする。 

２ 法第２１条の規定による報告を求められた建築主等は、建築物の建築物エネルギー

消費性能基準への適合に関する報告書（別記様式第１６号）に必要な図書を添えて知

事に報告するものとする。 

３ 法第３７条の規定による報告（前条による報告を除く。）を求められた認定建築主

は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等に関する報告書

（別記様式第１７号）に必要な図書を添えて知事に報告するものとする。 

４ 法第４３条の規定による報告を求められた基準適合の認定を受けた者は、基準適合

認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準に関する報告書（別記様式第１８号）に

必要な図書を添えて知事に報告するものとする。 

 

（建築主等に対する指示・命令等） 

第１２条 法第１４条第１項の規定による建築主に対する基準適合命令は、基準適合命

令書（別記様式第１９号）によるものとする。 

２ 法第１４条第２項の規定による国等の機関の長に対する基準適合要請は、基準適合

要請書（別記様式第２０号）によるものとする。 

３ 法第１６条第１項の規定による提出者に対する指示は、建築物エネルギー消費性能

確保計画の指示書（別記様式第２１号）によるものとする。また、同条第２項の規定

による提出者に対する命令は、建築物エネルギー消費性能確保計画の命令書（別記様

式第２２号）によるものとする。 

４ 法第１６条第３項の規定による国等の機関の長に対する協議は、建築物エネルギー

消費性能確保計画の協議書（別記様式第２３号）によるものとする。 

５ 法第１９条第２項の規定による届出者に対する指示は、建築物のエネルギー消費性

能の確保のための構造及び設備に関する計画の指示書（別記様式第２４号）によるも

のとする。また、同条第３項の規定による届出者に対する命令は、建築物のエネルギ

ー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の命令書（別記様式第２５号）

によるものとする。 

６ 法第２０条第３項の規定による国等の機関の長に対する協議は、建築物エネルギー

消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の協議書（別記様式第２６号）に

よるものとする。 

７ 法第３８条の規定による認定建築主に対する命令は、改善命令書（別記様式第２７

号）によるものとする。 

 

（認定の取消し） 

第１３条 法第３９条又は法第４２条の規定による計画の認定等を取り消した旨の通

知は、認定取消通知書（別記様式第２８号）により通知するものとする。 

 

（認定の証明） 
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第１４条 認定建築主又は基準適合の認定を受けた者は、認定通知書（法第３６条に規

定する計画認定を受けたものにあっては、変更認定通知書）を紛失等したときは、当

該認定（法第３６条に規定する計画認定を受けたものにあっては、変更認定）の証明

を知事に申請することができる。 

２ 認定建築主又は基準適合の認定を受けた者は、第１項又は第２項に規定する認定等

の証明を申請するときは、省エネ建築物（台帳記載事項）証明願（別記様式第２９号）

に、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出するものとする。 

(1)身分証明（本人確認）のできる公的機関の発行した証明書の写し 

(2)その他知事が必要と認める図書 

３ 知事は、第１項に規定する申請があったときは、台帳の記載事項のうち証明を求め

られた内容について相違ないことが確認できたものについて、認定建築主に省エネ建

築物（台帳記載事項）証明書（別記様式第３０号）を交付するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、令和 元年１１月１８日から施行する。 

この要綱は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、令和 ４年１０月 １日から施行する。 

 


